
輸出に際しての
献血の同意説明書の変更（案）について

KRVDU
テキスト ボックス
令和４年度第４回献血推進調査会資料３



今年度の「第２回献血推進調査会」において、厚生
労働省から血漿分画製剤における輸出についての追記
(案)が提示され、それを参考に「第３回献血推進調査
会」において「献血の同意説明書」に追記することを
提案させていただきました。

今般、血漿分画製剤の輸出については、献血者に丁
寧な説明を行う必要があることから、献血血液が原料
として使用される輸血用血液製剤及び血漿分画製剤に
関する説明を加えるため、文字数のスペースが取れる
「お願い！パンフレット」内に記載し、詳しく説明す
ることで献血者の同意を得ることに変更したいと考え
ている。

経 緯
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〇 献血の同意説明における流れ

献血にご協力いただき、ありがとうございま
す。献血いただいた血液は、輸血用血液製剤
及び血漿分画製剤の原料に使用されます。
「お願い！」パンフレットと併せて以下の
１～４の事項をご確認いただき、献血受付へ
お進みください。

3



4
当該パンフレットを配布し、内容を確認していただいている。

「表紙」「裏表紙」

〇 献血の同意説明における流れ



「内面 左側」 「内面 右側」
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〇 献血の同意説明における流れ



■検査を実施し血液製剤の基準に適した場合、輸血用
血液製剤及び血漿分画製剤の原料に使用されます。
※輸血用血液製剤とは
「赤血球製剤」「血漿製剤」「血小板製剤」「全血製剤」
があります。
※血漿分画製剤とは
血漿中に含まれる血液凝固因子、免疫グロブリン、
アルブミンなどのたんぱく質を抽出・精製したものです。
献血血液の成分である血漿を原料として、国内製薬
企業において製造されています。

■血漿分画製剤については、国内の患者さんに使用さ
れる他、国内自給と安定供給の確保に支障が生じな
い範囲で、国が定める方針や計画等に基づき海外の
患者さんのために輸出される場合があります。

〇 お願い！パンフレット（変更案）

（変更部分）
「内面 左側」 献血していただいた血液の説明内容

献血していただいた血液は
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〇 献血の同意説明書 〇 お願い！パンフレット 〇 献血の同意
（現行：献血会場での問診タブレット回答）
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